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今
夏
の
中
央
省
庁
幹
部
人
事
で
、
厚
生
労
働
省
の
伊
原

和
人
事
務
次
官
と
、
こ
ど
も
家
庭
庁
の
渡
辺
由
美
子

長
官
が
退
任
す
る
見
通
し
だ
。
２
人
は
近
年
の
社
会
保
障
制

度
改
革
を
引
っ
張
っ
て
き
た
重
要
人
物
で
、
旧
厚
生
省
出
身

者
の
世
代
交
代
を
印
象
付
け
る
年
に
な
り
そ
う
だ
。
省
内
の

一
部
か
ら
は「
伊
原
事
務
次
官
よ
り
入
省
が
１
年
後
輩
の
渡

辺
長
官
は
厚
労
省
に
戻
っ
て
事
務
次
官
に
就
任
し
て
欲
し
か

っ
た
」と
残
念
が
る
声
が
漏
れ
る
。

　
伊
原
氏
と
渡
辺
氏
は
仕
事
の
方
法
や
向
き
合
い
方
は
異
な

る
が
、
大
き
な
改
正
に
携
わ
っ
て
き
た
点
で
共
通
項
も
有
る
。

１
９
８
７
年
入
省
の
伊
原
氏
は
、
東
京
大
法
学
部
を
卒
業
後
、

首
相
官
邸
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
勤
務
等
を
経
て
、
健
康
局

総
務
課
長
や
年
金
管
理
審
議
官
、
政
策
統
括
官
、
保
険
局
長

等
を
歴
任
し
た
。
介
護
保
険
創
設
や
年
金
記
録
問
題
に
端
を

発
す
る
社
会
保
険
庁
改
革
等
に
も
中
心
的
に
関
わ
っ
て
き
た
。

　
中
堅
職
員
の
1
人
は「
趣
味
は
マ
ラ
ソ
ン
で
仕
事
熱
心
な

ア
イ
デ
ア
マ
ン
だ
が
、
思
い
付
き
が
多
く
、
政
策
に
落
と
し

込
め
な
い
事
も
多
い
。
休
日
や
夜
中
に
政
策
が
思
い
浮
か
ん

だ
様
で
急
に
連
絡
が
来
る
事
も
有
っ
た
」と
振
り
返
る
。
只
、

事
務
次
官
就
任
後
は
、
Ａ
Ｉ
等
の
習
得
に
熱
心
で
昨
今
の
働

き
方
改
革
の
風
潮
に
も
気
を
使
い
始
め
、
昼
夜
問
わ
ず
部
下

に
問
い
合
わ
せ
を
す
る
事
は
少
な
く
な
っ
た
様
だ
。

　
一
方
の
渡
辺
氏
は
88
年
入
省
で
東
京
大
文
学
部
出
身
だ
。

保
険
局
総
務
課
長
や
大
臣
官
房
会
計
課
長
、
子
ど
も
家
庭
局

長
、
大
臣
官
房
長
等
を
経
て
、
２
０
２
３
年
４
月
に
発
足
し

た
こ
ど
も
家
庭
庁
の
初
代
長
官
を
３
年
超
務
め
て
い
る
。
伊

原
氏
同
様
、
介
護
保
険
制
度
の
創
設
に
尽
力
し
、
同
じ
部
署

で
汗
を
流
し
た
間
柄
で
も
あ
る
。
財
務
官
僚
に
も
知
己
が
多

く
、
過
去
の
診
療
報
酬
改
定
で
は
実
務
者
と
し
て
財
務
省
や

与
党
議
員
ら
と
交
渉
し
た
事
も
有
る
。
今
春
ス
タ
ー
ト
し
た

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
の
創
設
の
際
に
は
、
首
相
官

邸
や
与
党
幹
部
か
ら
様
々
な
注
文
を
受
け
つ
つ
も
関
係
各
所

を
奔
走
し
て
調
整
に
勤
し
ん
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は

子
育
て
世
帯
以
外
へ
の
恩
恵
が
乏
し
い
事
か
ら「
独
身
税
」

等
と
批
判
を
受
け
た
が
、
何
と
か
制
度
発
足
を
見
届
け
た
。

政
策
理
解
力
や
説
明
能
力
が
高
く
、
課
題
解
決
に
向
け
た
政

策
を
現
実
の
制
度
に
落
と
し
込
む
能
力
に
長
け
て
い
る
。
↘

　
或
る
大
手
紙
記
者
は「
う
る
さ
型
の
厚
労
族
議
員
や
社
会

保
障
制
度
の
理
解
に
乏
し
い
政
権
幹
部
に
政
策
を
説
明
し
、

厚
労
省
の
方
針
や
立
場
を
納
得
し
て
貰
っ
て
き
た
事
か
ら
、

『
猛
獣
使
い
』と
呼
ば
れ
た
事
も
有
っ
た
。
一
方
で
、超
過
勤

務
や
資
料
作
成
等
で
無
駄
の
多
い
厚
労
省
で
も
合
理
的
に
仕

事
を
進
め
、
不
要
な
仕
事
を
部
下
に
振
ら
な
い
タ
イ
プ
の
為
、

部
下
か
ら
の
人
望
が
厚
か
っ
た
。
性
格
も
朗
ら
か
で
敵
を
作

ら
な
い
タ
イ
プ
」と
評
す
る
。

　
過
去
に
も
記
し
て
い
る
が
、
昨
年
夏
の
幹
部
人
事
前
に
↖

社
会
保
障
改
革
の
立
役
者
が
相
次
ぎ
退
任

第
103
回  

は「
渡
辺
事
務
次
官
」人
事
案
が
省
内
で
検
討
さ
れ
た
が
、こ

ど
も
家
庭
庁
創
設
に
尽
力
し
た
加
藤
勝
信
元
官
房
長
官
を
中

心
に「
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
の
後
に
厚
労
省
の
事
務
次
官
に

就
任
す
る
と
、
こ
ど
も
家
庭
庁
が
厚
労
省
の
下
請
け
的
な
位

置
付
け
に
な
っ
て
し
ま
う
」と
の
反
対
論
が
沸
き
起
こ
り
、

潰
さ
れ
た
経
緯
が
有
る
。

　
伊
原
氏
の
後
任
は
過
去
に
本
欄
で
報
じ
て
い
る
通
り
、
１

９
９
０
年
入
省
で
旧
労
働
省
出
身
の
村
山
誠
職
業
安
定
局
長

を
中
心
に
検
討
が
進
む
見
込
み
だ
。
前
任
の
大
島
一
博
氏
と

伊
原
氏
は
同
期
で
87
年
入
省
組
が
事
務
次
官
を
４
年
務
め
た

為
若
返
り
を
図
る
。「
88
年
、89
年
入
省
組
で
渡
辺
氏
以
外
に

目
ぼ
し
い
人
材
が
い
な
か
っ
た
の
も
影
響
し
て
い
る
」（
元
幹

部
）と
の
指
摘
も
有
る
。
一
方
、
渡
辺
氏
の
後
任
に
は
89
年

入
省
の
藤
原
朋
子
官
房
長
が
昇
格
す
る
可
能
性
が
高
い
様
だ
。

　
人
事
院
総
裁
を
務
め
た
江
利
川
毅
氏
や
内
閣
官
房
副
長
官

だ
っ
た
古
川
貞
二
郎
氏
と
い
っ
た
大
物
官
僚
が
以
前
と
比
べ

て
少
な
く
な
っ
た
旧
厚
生
官
僚
だ
が
、
デ
フ
レ
下
で
の
社
会

保
障
制
度
改
革
を
支
え
た
伊
原
、
渡
辺
両
氏
の
退
任
は
１
つ

の
時
代
の
区
切
り
と
も
言
え
そ
う
だ
。「
官
僚
」を
卒
業
し
た

両
氏
の
今
後
に
も
注
目
が
集
ま
る
。


